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特集ワイド：「忘災」の原発列島再稼働は許されるのか政府と規制委の「弱点」
毎日新聞2015年05月07日東京夕刊
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◇二つの地裁仮処分決定で浮かび上がる－…政府と規

制委の「弱点」

「運転禁止」と「請求却下」－－。原発の再稼働中止を求め

る仮処分申請に対して‘二つの地裁は先月、正反対の判断を示

した。糸讓だけを見れば原告と被告、どちらの立場からも1勝

1敗。だが両決定文を読み比べれば、原子力規制委員会や政府

の「弱点」がくっきりと浮かび上がるのだ。【高木昭午］

「

一

◇判断分かれた「基準地震動」の合理性実態は「平

均より少し憩い」だけ均より少し憩い」だけ間西電力高浜原発3，4号猿の再稼働差し止めの仮処分が決

壹り、菫れ票を掲げる人たち＝福井地裁前で2015年4月

「原発の耐震審査が行政の裁量任せになってしまった部分を14日､加古信志握影
問われた」。二つの決定を受け、規制委で耐震ルール作りに関

わった藤原広行‘防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長は残念がる。

福類也裁は先月14日、関西電力高浜原発3，4号機娠井県高浜町)の再稼働を差し止める仮処分決定を出し

た｡その8白後､鹿児島地裁が九州電力川内原発1，2号機(鹿児島県薩国II内市)の再稼働差し止めの仮処分請求
を却下した｡両也裁の決定を分けた重要な論点に､電力会社が想定する陰準地震動｣がある｡橲井地裁は関電の想
定を「合理性がない」と切り捨て、鹿児島地裁は九電の想定を「不合理な点はない」とした。

基準地震動とは、原発周辺の活断層など力起こし得る揺れの強さを指す。「それ以下の揺れなら大事故は起こさな

い」という設計の目安だ。「原発を襲い得る最強の地震」と言われもするが、これから説明するように実態は違う。

関電は､高浜原勅、ら平均約19キロ離れた三つの断層（長さ計約63キロ）が運動した際に原発を襲う揺れの強

さを計算した。この計算は、活断層が起こし得るさまざまな揺れの中で平均的な値を導くもの。結果は約630ガル

(ガルは揺れの大きさを示す加速度の単位)。閏電はこれを少し強めた700ガルを基準地震動と決めた。同様の決
め方は、他の原発でも広く使われてきた。
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だが、福井地裁はこの決め方は「信詞生を失っている」と断定。平均的な揺れより少し強い程度の想定では「万一

の事故に備えるべき」原発で不合理とし、基準地震動の大幅趣引き上げを求めた。05～11年に5回、各地の原発

で基準地震動を超える揺れが観測された事実も指摘した。

閨電は「（揺れの強さに影善する）複数のパラメーター（要詞が、同時に極端に揺れを大きくする方向に動くと

は考えにくい」（地裁への陳述雪）と想定の正当催を主張したが､ほぼ一蹴された。
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藤原さんも「実際の地震では（計算による）平均値の2倍以上強い揺れが全休の7％程度あり、3倍、4倍の揺れ

さえも観測されている」と､關電の主張の問題点を指摘。「平均から離れだ強い揺れも考慮すべきだ｣と訴える。

似た司法判断は昨年11月にもあった。閏電高浜･大飯原発の運転差し止め仮処分請求。大津地裁は却下したが決

定文で「地震の平均像を臺にすることに、どのような合理性があるのか」と疑問を投げかけ、壜大級の地震」を基

準にすべきだとした。

実は川内原発も、基準地震動の決め方は高浜と同様だ。鹿児島地裁がそれを容認したのは「（同じ長さの断層でみ

ると揺れが小さめになりやすい南九州の）地域的特性を踏まえ、平均像を用いた分析も合理的」との判断からだ。

I素朴錘疑問は「世界で最も厳しい」と政府が自賛する新規制基準で、なぜ「平均より少し強い」だけの基準地震動

が害査を通ってしまうのか､である｡藤原さんが明かす。「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず､．

どこまで厳しく規制するかは裁量次第になった。揺れの言慎は専門性が高いので、規制側は対等に毒講できず、甘く

なりがちだ」。電力会社の主張があっさり遣るわけだ。運転禁止決定は、この害査体制の不備を突いた格好だ。
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吟の基準地震動の値は-股に、平均的な値の1．6倍程度｡実瞭の揺れの8～9割はそれ以下で収まるが､残り
の1～2割は超えるだろう。もっと厳しく、97％程度の地麗をカバーする基寧にすれば､高浜原発の基準地露勤は
圏勢_密蝿郵嘩“'どくﾙﾘ“”ける973.5ガﾙを超えて噸改跡図雲喧溺施葱庶張ド
をかけてそこまでやるのか｡電力会社だけで決めるのではなく､国民的姻鯖が必要だ』。藤原さんは､そう強く脈え
るのだ。

規制基準そのもののあり方も、高浜､川内の仮処分申踊に共通の蹟点だった｡福井地裁は､最高裁が1992年に
四国電力伊方原発を巡る販訟の判決で「深刻な災害が万が－にも起こらないよう（国に）十分な審査を行わせる」べ
きだと鴎じたことを引用｡最高裁の要求に比べ規制基準は畷やかに過ぎ」ると断じた。

これに対し『ﾘｽｸをゼﾛにしろと言うなら、（より死亡事故の確率が高い)自動車の差し止め鰄ができてしま
型_仁坂認型歌山県卸曹)擁の反尭が相次いだ｡確かに｢事故ゼﾛ｣は､福島第ﾕ慰霊雄あ原識桑
の"建前である『重大事故は起こり得る」とは食い違う6規制委は､文案作成中の『原子力安全文化に関する宣言」
にも、この諺職を盛り込む。．
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しかし､冨大事故のリスクに触れたがらないのは政府自身だ。「再穣働は安全確保が大諏圃（安倍晋三首相）と
は､安全神膳が生きていた福島第1事故以前と大差なし畷現だ｡福井地裁のI規制は鰹す劃との批判は原発行政の
矛盾を突いたともいえる｡新藤宗幸，千葉大名営教授(行政学)は臨島では十数万人が避難を続城汚染地域も極
めて広い.がんも心配だ｡自動車事故とは性質総恩う』と福井地凱判断を支持する。

’
一方､鹿児島地裁は覗制基準の合理性を露めた。『（規制雲が掲げる）安全目穏蛎塁成されれば､人格的利益が侵

害されるおそれはない』こと城この判断の前提だった。『安全目劉の中身は『放射性物麗『セシウム1372の
放出量が100兆ベクレル(福島事故の放出量の伽00分の1)を超える事故は､テロなどによる事故を除き原子
炉1基あたり100万年にﾕ回程度以下に抑える」などだ。．

これに関し先月22日の規制委の記者会見で境間が出た。「(目標達成は)川内原発の適合性審査で確露されたの
でしょう加。田中俊一委員長は『確麗しています』と答えた。ところが同日、規制委はホームページで「確露して
いません」と町正した。『目標は基寧ではないj'(原子力規制庁)からだ。地裁の判断の前提が揺らいでいるのだ。

米原発会社｢ゼネラル､エレクトリック」で18年間､原発技術者だった佐藤暁さんは｢米国では事故率を計算
し、公表する』と言う。噸島の事故後､欧米はより進んだ安全対策を取り入れた。フランスは､原発職員が全員撤
退しても事故対応に300人をヘリコプターで派遣する制度にした｡事故率の問題も含め、日本は追いつけていな
い」

１
１鹿児島地裁は破局的喧火を恐れる火山学者らの声を退けたが､決定文には『地震や火山活動Iま十分解明されていな

い」「さらに厳しい安全性を求める社会的合恵があれば､その安全性を基に(再稼働の可否を)判断す（きだ』と書
いた。結践は世鏡次第らしい。

福井地裁は原発を安全性不十分とみなした。鹿児島地鋤の運転容躍も､実は安全への懸念を残した留保条件つき
だ。手放しで｢安全確保』と言えない現実を踏まえ､再稼働の是非も､原発で発電する割合も再考すべき時だ。

毎日新聞のニユースサイトに掲馳の肥事･写真・図表など無断転職を禁止します．著作櫓は毎日新聞社またはその棡報提供者に属し
ます。
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